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社会福祉法人こまどり福祉会理事会等報酬規定

第１条 この規則は社会福祉法人こまどり福祉会の理事会、監査、役員会、評議員会等の、鹿児島市等の実施する

指導監査等の立ち会い及び宿泊を伴わない在勤地内研修会他に出席した役員等に対して支給する報酬に関し

必要な基準を定めるものとする。

第２条 報酬の種類は車賃、日当等を含めたものを一律に報酬とする。

第３条 報酬の額は一日につき１１，９９０円とする。（内、１，９９０円は源泉所得税）

ただし、入札立ち会い等２時間程度の用務の場合は日当５，９９５円とする。（内９９５円は源泉所得税）

第４条 この規定に定めのない事項については施設の定める給与規定を準用する。

附       則

    

    

    １ この規則は平成１２年 ４月 １日から適用する。

    １ この規則は平成１５年 ４月 １日から適用する。

    １ この規則は平成１６年 １月 １日から適用する。

    １ この規則は平成１８年 ４月 １日から適用する。

    １ この規則は平成２２年 ４月 １日から適用する。

    １ この規則は平成２２年１１月２６日から適用する。

        １ この規則は平成２４年 ４月 １日から適用する。

    


